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Ⅰ 策定の趣旨 

１ 策定の背景・目的 

第１次産業である農水産業は、私たちの健康で充実した生活の基礎となる良質な

食料等を安定的に供給する上で欠くことのできない産業であることに加え、その生産、

加工、流通、販売等の各段階において多様な産業と広く結び付き、地域経済の中で

非常に重要な役割を担っています。 

また、農水産業は、産業的な役割だけでなく、国土の保全、水源のかん養、自然環

境の保全、良好な景観の形成などに代表される「多面的機能」の発揮を通じて私た

ちの生活を一層豊かなものにしてくれています。さらには、農地や漁場、農水産業関係

施設は防災上の効果を有しているものも多く、地域の防災・減災にも大きく寄与して

います。 

このような背景の下、これまで本市は平成 21 年（2009 年）に第１次熊本市農水

産業計画、平成 30 年（2018 年）に第 2 次熊本市農水産業計画を策定し、熊本地

震からの復旧・復興や新型コロナウイルス感染症への対応など、時流を捉えた施策を

継続的に展開してきたところです。その結果、本市では多彩かつ良質な農水産物が

安定的に生産され、農業産出額や農業経営体数で全国上位に位置するなど、市民

が誇りに感じられる様々な成果が出ており、本市が目指す「上質な生活都市」の実現

に向けて農水産業の振興は、ますます重要なテーマとなっています。 

令和 6 年（2024 年）３月、熊本市第 8 次総合計画（計画期間：令和 6 年度

（2024 年度）～令和 13 年度（2031 年度））が策定されました。今回、この総合計

画で示された「市民が住み続けたい、だれもが住んでみたくなる、訪れたくなるまち、

「上質な生活都市」」を目指し、「市民に愛され、世界に選ばれる、持続的な発展を遂

げるまち」の実現に向けて、昨今の農水産業を取り巻く状況を踏まえつつ、本市の農

水産業施策の方向性とともに具体的な取組を明確にするため、第 3 次熊本市農水

産業計画を策定するものです。 

 

 

  

挿絵 挿絵 挿絵 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、熊本市第８次総合計画の個別計画として策定するものです。 

計画期間は、熊本市第８次総合計画と同じく令和 6 年度（2024 年度）から令和

13 年度（2031 年度）とし、進捗状況や社会状況の変化等を踏まえながら、必要に応

じて計画の見直しを行います。 

また、計画の推進にあたっては、国県の策定する農水産業関係の各種計画とともに

熊本市が策定する関連計画等との連携を図り（下図参照）、計画の進捗状況（取組実

績等）については毎年度、市のホームページで公表します。 

 

  

※本計画は、次の関連法令に基づく計画としても位置付けます。 

・「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律

（平成 22年法律第 67号）」第 41条に基づく「地域の農林水産物の利用の促進についての計画」。 

・「都市農業振興基本法（平成 27年法律第 14号）」第 10条に基づく「地方計画」。 
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Ⅱ 熊本市の農水産業を取り巻く状況 

１ 農水産物の生産等の状況 

清らかな地下水をはじめとする豊かな自然環境に恵まれた本市では、それぞれの

地域の特性に応じて多種多様な農業が営まれています。多彩な農産物がバランスよ

く生産され、特に園芸農業に強みがあることが本市農業の最大の特徴であり、各種

の生産振興施策の継続的な実施はもとより、産地の競争力強化に資するスマート農

業技術の活用などにも積極的に取り組むことで、時代や生産環境の変化に適応で

きる日本一の園芸産地を目指しています。これまでの取組によって、令和 4 年

（2022 年）の農業産出額は 456.9 億円、全国市町村で第 11 位、政令指定都市

で第 3 位を誇っており、分類別にみると、野菜 245.4 億円（53.7％）、果実 78.3

億円（17.1％）、畜産 69.3 億円（15.2％）、米 38.3 億円（8.4％）で、上位品目

には、すいか、なす、みかん、メロン、米、豚などが挙げられます。 

水産業については、有明海の広大な漁場におけるノリ養殖業を基幹とし、採貝業

や網漁業が営まれるとともに、内陸部においては地下水を利用した観賞魚の生産な

ども行われています。令和 4年（2022年）の漁業産出額は 75.1億円で、そのうち

ノリが 69.4億円（92.4％）を占めています。 

ノリの生産は、海水温の上昇等に伴う養殖期間の短縮など厳しい環境下に置か

れていますが、海況データを踏まえた養殖スケジュールの継続的な見直しや漁港施

設の整備、漁港内に堆積する土砂の浚渫など、ノリの品質や生産量の確保に向けた

取組を地域一体となって推進してきた結果、本市は、全国有数の産地である熊本県

でも随一の産地となっています。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-農業産出額（令和４年）の構成- -漁業産出額（令和 4年）の構成- 
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２ 農漁業従事者等の状況 

日本の人口は平成 20 年（2008 年）の１億 2,808 万人をピークとして減少局

面に入り、急速なペースで人口が減少するとともに少子高齢化が進行しています。

本市においても、総人口及び生産年齢人口が減少する中で老年人口は増加してお

り、令和 2 年（2020 年）の高齢化率（65 歳以上の割合）は 26.4％にまで上昇し

ています。 

このような背景の下、全国上位の農業経営体数や農業従事者数を誇る本市にお

いても、全国平均に比べて緩やかではあるものの、農漁業従事者の減少・高齢化が

顕著であり、令和２年（2020 年）までの 10 年間で農業経営体数は 6,045 経営

体から 4,105 経営体へと約 32％減少し、基幹的農業従事者（個人経営体）の数

は 10,996 人から 7,086 人へと約 36％減少しています。令和２年（2020 年）の

基幹的農業従事者（個人経営体）の平均年齢は 63.9 歳で、65 歳以上が占める

割合が約 55％なのに対して、45 歳未満は 13％にすぎず、アンバランスな年齢構

成となっています。また、海面漁業の漁業経営体数は、平成 30 年（2018 年）まで

の 10 年間で 611 経営体から 359 経営体へと、漁業就業者は 1,385 人から

879人に減少し、高齢化率も 32％と高い値となっています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：農林業センサス（農林水産省）                              資料：漁業センサス（農林水産省） 

-漁業就業者数の推移- -基幹的農業従事者数の推移- 

- 
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３ 農地・漁場等の状況 

本市の地勢は、金峰山を主峰とする複式火山帯と、これに連なる立田山等の台地か

らなり、東部は阿蘇外輪火山群によってできた丘陵地帯、南部は白川の三角州で形成

された低平野からなっています。 

それぞれの地域において、水田や畑、樹園地など、地形や土壌特性等に応じた農地

が広がっていますが、農地面積は長期にわたり減少し続けています。農林業センサスに

よると、農業経営体全体の経営耕地面積は平成 22年（2010年）には 9,983haで

あったのに対して、令和 2年（2020年）には 8,403ha となり、約 16％減少していま

す。また、耕作条件の不利な農地を中心に遊休農地等も発生しており、令和 6 年

（2024年）4月時点の１号遊休農地の面積は約 87ha となっています。 

その一方で、基盤整備事業や農地の集積・集約化等の取組が着実に進められてき

たことなどから、１農業経営体あたりの経営耕地面積については、令和 2 年（2020

年）までの 10 年間で 1.65haから 2.05haへと、約 24％拡大しています。 

本市は有明海に面しており、海岸線延長は約 22 ｋｍ、海域はその沖合約 10 kmに

および、干潟漁場と沖合漁場が広がっています。有明海は閉鎖性の高い海域で環境

負荷の影響を受けやすいことから、漁場環境の保全・改善等に向けて、漁業者や関係

機関の連携の下、覆砂等による干潟の再生・機能回復が進められています。 

漁業の根拠地となる漁港は、本市では主に河口に形成され、漁獲された水産物の

陸揚げや出漁準備の場として、また漁船の安全な停泊の場として重要な役割を担って

います。漁船が利用する港は市内に７つあり、その内、四番漁港、海路口漁港、天明漁

港の３漁港を本市が管理しています。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：農林業センサス（農林水産省）  

-経営耕地面積と１経営体あたりの経営耕地面積の推移- 
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4 気候変動の状況 

近年、世界的な気候変動が進行しており、多くの地域において気温の上昇や大雨の

頻度増加などが観測されています。農水産業は、その特性上、気候変動の影響を特に

受けやすい産業であり、農水産物の生育障害・品質低下、異常な高温や豪雨などによ

る大きな災害は、我が国の農林水産業の基盤を揺るがしかねないことから、国は「農

林水産省気候変動適応計画」を策定し、各種の適応策の実施を推進しています。 

都道府県版気候変動リーフレット「熊本県の気候変動」（令和４年（２０２２年）３月、

熊本地方気象台・福岡管区気象台）によると、熊本県においても年平均気温の上昇に

加えて猛暑日・熱帯夜が増加するとともに、大雨の増加や海水温の上昇なども確認さ

れており、災害のリスクの高まりや農水産物の生育への影響拡大、病虫害発生の増加

や新たな病害虫の侵入などが懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：都道府県版気候変動リーフレット「熊本県の気候変動」（熊本地方気象台・福岡管区気象台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-熊本の年平均気温の推移- -九州周辺の年平均海面水温の上昇- 

-うんしゅうみかんの日焼け果- -高水温のノリへの影響- 

海水温の上昇により 

生育不良が発生 

海水温の低下が遅れることで 

収穫期間の短縮化が発生 

資料：高水温に適応した養殖ノリの育種技術（農林水産省） 資料：農業生産における 気候変動適応ガイド うんしゅうみ
かん編（令和 2年（2020年）12月、農林水産省） 
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５ 持続可能な開発目標（SDGs）の推進の状況 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）とは、「誰一

人取り残されない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指すことを理

念に掲げた、全ての国々が 2030 年までの間に達成すべき 17 のゴールからなる開

発目標です。 

令和元年度（2019 年度）に「ＳＤＧｓ未来都市」に選定された本市では、経済面・

社会面・環境面における様々な地域課題の統合的な解決はもとより、国際社会の一員

としてのグローバルな視点を持ちながら、各種施策を展開しています。 

自然環境を基盤として営まれる農水産業は、その特性上、ＳＤＧｓとの関わりが非常

に深い分野であり、本市の農水産業振興施策の実施によって、次に示すゴール・ターゲ

ットをはじめとする、幅広い内容への貢献が期待されています。 

 

関連性の高いゴール・ターゲット 

 

飢餓をゼロに 

2030 年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、

気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適

応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可

能な食料生産システムを確保し、強靭（レジリエント）な農業を実践する。 

 

働きがいも経

済成長も 

高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどによ

り、多様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産

性を達成する。 

 

産業と技術革

新の基盤を作

ろう 

2030 年までにイノベーションを促進させることや 100 万人当たりの研

究開発従事者数を大幅に増加させ、また官民研究開発の支出を拡大させ

るなど、開発途上国をはじめとするすべての国々の産業セクターにおける科

学研究を促進し、技術能力を向上させる。 

 

つくる責任 

つかう責任 

2030 年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成

する。 

2030 年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自

然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。 

 

気候変動に具

体的な対策を 

すべての国々において、気候関連災害や⾃然災害に対する強靱性（レジ

リエンス）及び適応⼒を強化する。 

 

海の豊かさを

守ろう 

2020 年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避

するため、強靱性（レジリエンス）の強化などによる持続的な管理と保護を

行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回

復のための取組を行う。 

水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性

によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020

年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制

（IUU）漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施

する。 
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６ みどりの食料システム戦略等の策定 

国は、⾷料・農林⽔産業の⽣産⼒向上と持続性の両⽴をイノベーションで実現させ

るため、中⻑期的な観点から戦略的に取り組む政策⽅針として「みどりの食料システ

ム戦略」を令和 3 年(2021 年)に策定しました。当戦略では、令和 32 年(2050 年)

までに⽬指す姿として、農林⽔産業の CO2 ゼロエミッション化の実現、化学農薬や化

学肥料の使⽤量低減、有機農業の取組拡⼤等についての具体的な数値⽬標が掲げ

られ、課題の解決に向けた⾏動変容、既存技術の普及、⾰新的な技術・⽣産体系の開

発等が進められていくことになりました。 

さらに令和 4年(2022 年)7⽉には「みどりの⾷料システム法」が施⾏され、環境と

調和のとれた食料システムの確立に関する基本理念等が示されるとともに、農林漁業

に由来する環境への負荷の低減を図るために行う事業活動等に関する計画の認定制

度が設けられ、農林漁業及び食品産業の持続的な発展、環境への負荷の少ない健全

な経済の発展等に向けた各種施策が講じられています。 

このような中、熊本県においても、令和５年（2023 年）３月に県と県内全ての市町

村が共同で「熊本県みどりの食料システム基本計画」を策定しました。当基本計画で

は、「環境にやさしい農林水産業」と「稼げる農林水産業」の両立を目指し、持続可能

な栽培体系への転換と温室効果ガスの排出削減・吸収促進など、環境負荷低減を進

めるための取組を位置付けました。 

 

 

 

  

資料：みどりの食料システム戦略パンフレット（農林水産省） 



9 

 

７ 食料・農業・農村基本法の改正 

近年における世界の食料需給の変動、地球温暖化の進行、我が国における人口

の減少その他の食料、農業及び農村をめぐる諸情勢の変化に対応し、食料安全保

障の確保、環境と調和のとれた食料システムの確立、農業の持続的な発展のための

生産性の向上、農村における地域社会の維持等を図るため、基本理念を見直すとと

もに、関連する基本的施策等を定めることを背景に、食料・農業・農村基本法を改正

する法律が令和 6年（2024年）5月 29日に成立し、同 6月 5日に公布・施行さ

れました。 

改正食料・農業・農村基本法では、「食料安全保障の確保」「環境と調和のとれた

食料システムの確立」「農業の持続的な発展」「農村の振興」の４つの方向性が示

されており、今後、令和 7 年(2025 年)には次期⾷料・農業・農村基本計画が策定

され、これらの方向性に沿って具体化された各種対策が講じられていきます。 

 

資料：令和５年度食料・農業・農村の動向（令和６年（2024年）５月 31日、農林水産省） 
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Ⅲ 熊本市の農水産業の将来方向 

―将来方向― 

活力と魅力に満ちた持続可能な農水産業の振興 

 

総合計画においても位置づけている本市農水産業の将来方向に向けて、「競争力

の高い農水産業の振興」、「しなやかで強い経営基盤の確立」、「農と食の魅力創造」

の３つの目標を設定し、それらを達成するための基本方針に基づき各種施策を展開し

ます。 

 

１ 施策の目標１：競争力の高い農水産業の振興 

全国屈指の農業産出額を誇る本市では、園芸作物をはじめとする様々な品目の産

地が形成されており、生産された良質な農産物は全国各地に出荷されています。また、

農作物の生産だけでなく、県下有数の畜産地帯にもなっているほか、有明海の広大な

漁場においては、ノリ養殖業や採貝業などの水産業も盛んに営まれています。 

その一方で、農水産業の生産現場を取り巻く環境は、地球温暖化の影響や予測困

難な自然災害の発生、鳥獣被害の広域化、漁業資源の減少など厳しさが増しており、

国が令和 4 年（2022 年）に策定した「みどりの食料システム戦略」等を踏まえ、環境

負荷を低減させつつ、持続的な生産活動に取り組んでいくことが求められています。 

このような中、地域の強みを生かし、農水産業の生産性向上と持続性を両立させて

いくために、スマート農業などの新しい技術を活用した生産の振興、生産・集出荷の安

定化、鳥獣対策の強化、環境に配慮した農業を推進します。また、獲れる・稼げる水産

業の実現に向けて、環境の変化に対応した養殖漁業、漁場の資源管理・回復などに取

り組むことで、本市農水産業の競争力を効果的に高めていきます。 

 

【直近の動向に対応した取組テーマ】 

・スマート農業の取組の拡大 

・有害鳥獣対策 

・環境変化に対応したノリ養殖業の推進 

・漁業資源の回復 

 

（１）基本方針１－１：地域の強みを生かし、生産性向上と持続性を両立する農業の推進 

産地としての持続的な発展を目指して、スマート農業なども活用しながら、生産性

の向上や生産・集出荷の安定化に向けた体制を強化し、良質な農産物の生産を振

興します。また、広域化する鳥獣被害の軽減に向けた総合的な対策を講じます。 

挿絵 
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さらには、良質な土づくりに加え、化学肥料・化学合成農薬の使用低減・適正使用

等を通じて、環境に配慮した農業と安全・安心な農産物づくりを推進します。 

 

（２）基本方針１－２：獲れる・稼げる水産業の推進 

ノリ養殖漁業について、海水温の上昇などの環境の変化に対応した生産とともに、

省力化や軽労働化、安全安心に向けた衛生管理等を推進します。 

また、水産資源を持続的に利用していくため、生産に適した漁場環境の改善に取

り組むとともに、市場価値の高い魚種種苗の放流等の資源増殖の取組を推進します。 

 

２ 施策の目標２：しなやかで強い経営基盤の確立 

全国的に少子高齢化が進む中、農漁業者の減少と同時に高齢化も進行しています。

本市では、全国と比較しても若年層の割合が高く、認定農業者の数は県下一を誇りま

すが、基幹的農業従事者（個人経営体）の約 55％は 65歳以上です。また、経営の重

要な要素である労働力の確保が難しくなっているほか、遊休農地等の拡大も懸念され

ます。 

また、基盤整備が不十分な地域や、排水機場等の施設の老朽化、高齢化等による

集落機能の低下も見受けられます。加えて、農漁業経営体は自然災害等の外的要因

によって経営が左右されやすいことや、昨今のコロナ禍や国際情勢の変化を受け様々

な経営リスクが顕在化したことを踏まえ、これまで以上にしなやかで強い経営が求めら

れています。 

地域一体となって多様な担い手を育成・確保し、経営安定化に向けて農地の集積・

集約化も含めた経営体の体質強化を一層進めるとともに、国土強靭化の視点も踏ま

えつつ、生産基盤の整備・保全を着実に推進します。 

 

【直近の動向に対応した取組テーマ】 

・多様な担い手の育成・確保 

・円滑な農業経営の継承 

・農地の集積・集約化 

 

 

（１）基本方針２－１：安心して続けられる経営の確立 

担い手の育成・確保に向けて、地域の関係団体等との緊密な連携のもと、新規就

農者、新規漁業就業者、後継者、認定農業者等の育成・確保とともに、円滑な経営

継承に向けた各種支援に取り組みます。また、経営の安定化を図るため、農地の集

積・集約化や労働力の確保、経営上の様々なリスクに備える取組等によって、経営体

の体質強化を推進します。 

挿絵 
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（２）基本方針２－２：災害や環境変化にも対応した生産基盤づくり 

農水産業の生産性の向上や多面的機能の発揮に重要な役割を果たす農地や土

地改良施設、漁場や漁港施設等の生産基盤の整備・保全について、国土強靭化の

視点や環境変化への対応も踏まえ、計画的に推進します。 

 

３ 施策の目標３：農と食の魅力創造  

インバウンドが熊本市でも再び増加しており、半導体関連企業等の進出に伴うビジ

ネス交流の活発化も相まって、食を通じた農水産物の魅力発信の可能性が広がって

います。また、トラック輸送の人手不足などによる物流コストの上昇もあり、学校給食や

直売所などを通じた地産地消への期待が改めて高まっています。さらには、コロナ禍を

契機とした通信販売のニーズの拡大、海外での日本の食・食文化の拡がりなどを背景

とした農水産物輸出の機運の高まりも見られています。 

このような時流を的確に捉え、生産者による価格設定の自由度を高めていく好機と

するためには更なる農と食の魅力創造と深化が求められていることから、くまもとの農

水産物の魅力を十分に伝えられる販路の開拓・拡大を国内外で進めるとともに、多様

な視点や手法による効果的な情報発信や地産地消に取り組み、農水産業への理解の

醸成につなげていきます。 

 

【直近の動向に対応した取組テーマ】 

・生産者による価格設定の自由度が高い販路の開拓 

・輸出促進 

・SNSなどを活用した情報発信力の強化 

 

 

（１）基本方針３－１：くまもとの魅力あふれる農水産物のブランド化 

くまもとの農水産物の魅力を一層高めつつ、持続的な生産を確保できる価格形

成を目指し、農漁業者と異業種が連携したプロモーション活動の展開や、消費者や

食品関連事業者等のニーズを的確に捉えた国内外の販路開拓・拡大を推進します。 

  

（２）基本方針３－2：農水産業への理解の醸成 

熊本市の農水産業の魅力・価値を幅広い層に認識してもらえるよう、多様な視点

や媒体を活用した効果的な情報発信に取り組むとともに、食育や食を通した魅力発

信、道の駅や農産物直売所の活性化などにより地産地消を推進します。 

 

 

挿絵 
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４ 成果指標 

本計画の達成状況及び進捗状況を測るため、次の成果指標を設定します。 

 

 

  

成果指標 
現状値 

（R５年度） 

目標値 

（R９年度） （R１３年度） 

農業産出額（暦年） 
460億円 

（R3） 
465億円 470億円 

漁業産出額（暦年） 
75億円 

（R3） 
76億円 77億円 

認定農業者数の 

減少の抑制 

抑制率 ― 
推計値より 

10％抑制 

推計値より 

10％抑制 

認定農業者数 1,460経営体 
1,395経営体

以上 

1,330経営体

以上 

熊本市の農水産物が好き、応援 

したいと感じる市民の割合 
95.1％ 98.0％ 100％ 
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Ⅳ 施策体系 

熊本市第８次計画に位置づけた将来方向の実現に向けて、次の施策体系の下、各

種取組を実施します。 



 

15 

 

 

Ⅴ 施策の課題と必要な取組  

 

 

  



【施策の目標】１ 競争力の高い農水産業の振興 

【基本方針】  １－１ 地域の強みを生かし、生産性向上と持続性を両立する農業の推進 
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挿絵 挿絵 

 

 

 

 

 

 

  

本市では、地域毎に特色ある産地が形成され、消費者や事業者等のニーズに応じ

た品種の選定や高度な生産技術に加え、生産性の向上に資する機械や施設等を利用

し、良質な農産物が生産されています。生産された農産物は関東や関西圏をはじめと

する全国各地に出荷されるなど、高い競争力を有しており、本市は全国有数の農業産

出額を誇っています。 

全国的に生産者の高齢化や労働力不足が深刻化している中で、本市の農業の競

争力を一層強化していくためには、時流とともに、産地の状況を的確に踏まえ、生産性

や品質の維持・向上につなげていくことが必要です。特に、高齢となっても生産を継続

できるよう、農作業の省力化・軽労働化に資する生産技術や品種等を推進していくこと

が重要です。 

そこで、生産者それぞれにおける経営の状況等に応じて、多様な生産技術の更なる

向上に資する取組や優良品種等の導入を支援します。併せて、生産性向上や省力化

等につながる機械・施設等の導入を支援しつつ、スマート農業の取組の拡大を推進し

ます。 

  

 

 

 

 

 

 

  

現状と施策の方向性 
 

産地としての持続的な発展を目指して、スマート農業などの新技術を活用し

ながら、良質な農産物の生産を振興します。 

1-1-1 スマート農業なども活用した、良質な農産物の生産の振興 



【施策の目標】１ 競争力の高い農水産業の振興 

【基本方針】  １－１ 地域の強みを生かし、生産性向上と持続性を両立する農業の推進 
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検証指標 
現状値 

（R５年度） 

検証値 

R９年度 R１３年度 

補助事業を活用したスマート農業の

取組件数（R5年度からの累計）  
１８件 ７８件 １３８件 

検証指標  

【取組】 

○ 現地検討会や品評会などの生産技術向上に資する取組を推進します。 

○ 消費者や事業者等のニーズに応えられる、県育成オリジナル品種などの優良品種

等の導入を推進します。 

○ 生産能力の高い優良家畜の導入や、効率的な育種改良を推進します。 

課題及び取組み  

良質な農産物の生産振興 課題 1 

機械や施設等の活用による生産性向上及び省力化 課題 2 

【取組】 

○ 生産者それぞれの経営に適した、生産性向上に資する機械や施設等の導入を

推進します。 

○ 農業者の高齢化や労働力不足などに対応するため、省力化・軽労働化につな

がる機械等の導入を推進します。 

スマート農業の取組の拡大 課題 3 

【取組】 

○ ICTや AI技術などを活用した、統合環境制御装置や農業用ドローンなどのス

マート農業技術の普及に向けた情報の収集・共有に取り組みます。 

○ 農業者によるスマート農業技術導入に向けた調査研修等の実施や、スマート農

業機械等の導入を推進します。 



【施策の目標】１ 競争力の高い農水産業の振興 

【基本方針】  １－１ 地域の強みを生かし、生産性向上と持続性を両立する農業の推進 
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挿絵 挿絵 

 

 

 

 

 

 

 

  

 全国各地で、記録的な豪雨や台風等の気象災害の頻発化・激甚化、豚熱・高病原

性鳥インフルエンザなどの特定家畜伝染病や病虫害の多発など、安定した農業生産

を脅かすリスクが増大しており、生産現場には大きな影響が出ています。 

このような農業生産を脅かす様々なリスクに対応しつつ、産地としての評価の向上に

つながる安定した生産・集出荷を実現するためには、生産を守るための危機管理対策

を講じるとともに、集出荷施設の整備や適切な維持管理、利用促進を図る必要があり

ます。 

また、近年大きな問題となっている鳥獣被害については、各種対策を講じることで本

市の被害額は減少しているものの、イノシシの出没地域は拡大しています。さらに、アナ

グマ、タヌキなどの中型獣類による被害も増加傾向にあることから、鳥獣対策の強化に

向けて、関係機関と連携しながら、総合的な鳥獣被害対策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

  

現状と施策の方向性 
 

農業生産を守る危機管理対策を講じ、生産・集出荷を安定化させるとともに、

広域化する鳥獣被害の防止・軽減に向け、鳥獣対策を強化します。 

1-1-2 安定した農業生産・集出荷の推進、鳥獣対策の強化 



【施策の目標】１ 競争力の高い農水産業の振興 

【基本方針】  １－１ 地域の強みを生かし、生産性向上と持続性を両立する農業の推進 
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検証指標 
現状値 

（R５年度） 

検証値 

R９年度 R１３年度 

有害鳥獣による農作物被害額 59,100千円 56,145千円 53,190千円 

【取組】 

○ 低コスト耐候性ハウスや防風ネット等の導入、農業用ハウスの補強などの気象

災害対策を推進します。 

○ 温暖化等に対応するため、栽培品目や技術について研究するとともに、耐暑性

品種等への転換や栽培技術の普及を推進します。 

○ タバココナジラミなどへの対策を引き続き着実に推進するとともに、温暖化等に

伴い被害拡大や新たな侵入が懸念される病害虫の防除対策に取り組みます。 

【取組】 

○ 地域や関係機関と連携しながら、鳥獣を集落に寄せつけない環境整備、農地への

侵入防止柵の設置、捕獲体制の強化など総合的な鳥獣被害対策を推進します。 

○ 持続可能な有害鳥獣捕獲体制を目指し、狩猟免許取得を支援するなど、駆除隊

員の確保に努めるとともに負担軽減などを推進します。 

【取組】 

○ 集出荷施設の整備による、集出荷体制の高度化による省力化、効率化、品質の

保持を推進するとともに、適切な維持管理と利用率の向上を支援します。 

【取組】 

○ 施設園芸等での油流出事故を防止するため、関係団体と連携しながら啓発活

動を行うとともに、事故が発生した際には速やかに対処します。 

○ トラクター等の農業機械に起因する事故の防止のため、啓発活動を行います。 

【取組】 

○ 予防接種等による家畜伝染病の発生予防、まん延防止を推進します。 

○ 県・関係機関と連携し、豚熱や高病原性鳥インフルエンザ等の特定家畜伝染病

の防疫対策を徹底するとともに、発生時に備えた対応体制の強化を図ります。 

検証指標  

課題及び取組み  

農作業等に起因する事故の対策 課題 3 

鳥獣対策の強化 課題 5 

集出荷施設等の共同利用施設の整備と利用の推進 課題 4 

家畜伝染病の防疫対策 課題 2 

気象災害、気候変動、病害虫等の対策 課題 1 



【施策の目標】１ 競争力の高い農水産業の振興 

【基本方針】  １－１ 地域の強みを生かし、生産性向上と持続性を両立する農業の推進 
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挿絵 挿絵 

 

 

 

 

 

 

 

  

農業は、安定した気候、自然浄化された水、土壌等、生物多様性から得られる様々な

自然の恵みを利用して営まれる生産活動であると同時に、環境と相互に影響し合う両

輪の関係にあります。そのため、将来を見据えた持続可能な農業の実現には、農業に

よる環境への負荷を低減させることで、健全な生態系の回復を図りながら生産性を高

め、環境と経済の好循環につなげていくという視点が重要です。 

本市の農業は、多面的機能の発揮を通じて豊かな地下水のかん養など、良好な環

境の形成に寄与している一方で、全国屈指の園芸産地という特性上、農薬や肥料、燃

油の使用などによって環境に負荷を与える側面も有していることから、より一層の配慮

が求められます。 

今後、国が策定した「みどりの食料システム戦略」等とともに地域の実情を踏まえな

がら、⽣産⼒向上と持続性の両⽴を目指した環境負荷低減に取り組むとともに、水田

を利用した地下水のかん養などに努め、環境等に配慮した安全・安心な農産物づくり

を推進します。 

 

 

 

 

  

現状と施策の方向性 
 

農業の生産力向上と持続性の両立を目指し、環境に配慮した農業と安全・安

心な農産物づくりを推進します。 

1-1-3 環境に配慮した農業と安全・安心な農産物づくりの推進 



【施策の目標】１ 競争力の高い農水産業の振興 

【基本方針】  １－１ 地域の強みを生かし、生産性向上と持続性を両立する農業の推進 
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検証指標 
現状値 

（R５年度） 

検証値 

R９年度 R１３年度 

環境保全型農業の実施面積（国交

付金事業の取組面積） 
67ha 79ha 90ha 

みどり認定（環境負荷低減事業活

動実施計画）の認定件数 
12件 232件 452件 

【取組】 

○ 土壌分析結果に基づく適正施肥や家畜排せつ物の適正処理・利用の拡大等に

より、地下水への負荷低減を推進します。 

○ 熊本市東部堆肥センターの利用及び生産される堆肥の広域流通について、関

係機関と連携し推進します。 

○ 白川中流域水田かん養事業の取組を推進します。 

【取組】 

○ 健全な土づくり、化学肥料や化学合成農薬の使用低減・適正使用等につなが

る、みどりの食料システム法に基づく認定制度（みどり認定）などを推進します。 

○ 農産物の安全性向上等に資する農業生産工程管理（GAP）の取組や認証取得

を推進します。 

検証指標  

【取組】 

○ 土壌分析結果に基づく適正施肥等により、環境に配慮した健全な土づくりを推進

します。 

○ 化学肥料や化学合成農薬の使用を低減する技術や資材の導入を推進します。 

○ 良質な堆肥づくりや利用につながる施設・機械等の導入を支援します。 

○ LED電照設備などによる省エネの取組を推進するとともに、ヒートポンプなどの

化石燃料のみに依存しない機械・施設等の導入を支援します。 

○ 環境保全型農業直接支払交付金等の国事業の活用を通じて、有機農業やカバ

ークロップなどの自然環境の保全に資する取組を推進します。 

○ 農業廃ビニル、家畜排せつ物、残渣（稲わら等）などの農業生産活動から生じる

廃棄物等の適正処理と有効活用を推進します。 

課題及び取組み  

環境負荷低減に資する生産方式等の推進 課題 1 

地下水かん養の推進や農業による地下水への負荷低減 課題 2 

安全・安心な農産物づくり 課題 3 



【施策の目標】１ 競争力の高い農水産業の振興 

【基本方針】  １－２ 獲れる・稼げる水産業の推進 
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熊本は全国有数のノリ産地であり、本市においても、干満差の大きな有明海の特性

を生かしたノリ養殖業が基幹漁業として営まれています。 

しかしながら、海水温上昇等の漁場の環境変化により養殖期間の短縮が余儀なく

されるとともに、生産量の減少や品質の低下を招くなど、直接的な影響も出ています。

また、漁業者の高齢化や労働力不足が深刻化しており、経営体や生産量の更なる減

少も懸念されます。 

これらのリスクに対応し、今後とも良質なノリを安定的かつ持続的に生産していくた

めには、養殖漁場の的確な状況把握や養殖スケジュールの見直し等、環境の変化に

対応した養殖漁業を推進することが重要です。また、共同利用施設の整備・保全を推

進するとともに、共同乾燥施設の導入を支援することで、省力化や軽労働化を進め生

産性向上と担い手の不足に対応することも重要です。 

さらに、衛生管理の高度化等による安全・安心なノリ養殖漁業の実現が求められて

います。 

 

  

 

  

現状と施策の方向性 
 

良質な水産物を安定かつ持続的に生産できるよう、環境の変化に対応した

養殖漁業を推進します。 

1-2-1 環境の変化に対応した養殖漁業の推進 



【施策の目標】１ 競争力の高い農水産業の振興 

【基本方針】  １－２ 獲れる・稼げる水産業の推進 
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検証指標 
現状値 

（R5年度） 

検証値 

R９年度 R１３年度 

補助事業を活用した水産業共同利用

施設の整備件数 

（R5年度からの累計） 

１件 7件 １4件 

検証指標  

【取組】 

○ 養殖状況調査を実施することで的確に養殖状況を把握するとともに、海況監視

システムを活用して環境変化等に関する情報を収集し、漁業者に速やかに提供

します。 

○ 海水の高水温化や病害等に強いノリの品種について、関係機関等と協力して情

報収集に取り組みます。 

○ 環境に適応した効率的な養殖体系への転換を目指して、ノリ養殖スケジュール

等のさらなる検討と導入を行います。 

課題及び取組み  

環境変化等に関する情報の収集と活用 課題 1 

【取組】 

○ 省力化や軽労働化につながるノリ網冷凍庫等の共同利用施設の整備と適切な

保全を推進します。 

○ 生産性向上や生産量維持につながる共同乾燥施設等の情報を収集するととも

に、その導入を支援します。 

○ 海況監視システムの活用や、スマート水産業等の新技術について周知します。 

共同利用施設の整備・保全等による省力化・軽労働化の推進 課題 2 

【取組】 

○ ノリの生産現場である漁場での摘みとりから 1次加工までの一貫した過程にお

ける衛生管理体制構築を推進します。 

○ 漁具の適切な撤去等や、漁業作業による事故防止に向けた啓発を行います。 

安全・安心な養殖漁業の推進 課題 3 



【施策の目標】１ 競争力の高い農水産業の振興 

【基本方針】  １－２ 獲れる・稼げる水産業の推進 
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本市の面する有明海は、干満の差が大きく、広大な干潟漁場を有しており、アサリ・

ハマグリなどの二枚貝類の採貝業や小型漁船による網漁業を中心とする海面漁業が

営まれています。内水面においては、菊池川、白川、緑川等の河川等において、アユ、ウ

ナギ等が漁獲されるとともに、豊富な地下水を利用して錦鯉や金魚等の観賞魚の他、

ウナギの養殖が営まれています。 

近年、豪雨等による河川からの土砂等の流入により、漁場への泥土の堆積やゴミの

漂流・漂着など、漁場環境と水産資源へ与える悪影響が深刻化しています。特に干潟

等への泥土などの堆積は貝類資源の激減に直結しており、採貝業に深刻な影響を及

ぼしています。また、網漁業によるヒラメ等の魚類やクルマエビ等の水産動物の漁獲も

低位で推移しています。 

以上の状況を踏まえ、水産資源を持続的に利用するためには、漁場環境改善に取り

組むとともに、資源量調査に基づく資源管理を徹底するなど、漁場を適正に管理して

いくことで生物資源の生息に適した干潟等の維持・保全に繋げることが重要です。ま

た、市場価値の高い魚種種苗の放流等により資源増殖を推進することで、漁業経営の

安定化を図ります。 

 

 

 

  

現状と施策の方向性 
 

水産資源を持続的に利用していくため、資源管理型漁業に取り組むとともに、

資源増殖を推進します。 

1-2-2 資源管理・回復の推進 



【施策の目標】１ 競争力の高い農水産業の振興 

【基本方針】  １－２ 獲れる・稼げる水産業の推進 
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検証指標 
現状値 

（R5年度） 

検証値 

R９年度 R１３年度 

アサリ・ハマグリの漁獲量（暦年） 
105t 

（R3） 
260t 480t 

検証指標  

課題及び取組み  

【取組】 

○ 漁業者等による漁場環境改善の取組や多面的機能の発揮につながる干潟環

境等の維持・保全の活動を支援します。 

○ アサリやハマグリ等の二枚貝類の資源調査を行い、調査結果に基づいた管理

指針を示すことで、資源の維持と再生産を促します。 

○ 漁業者に対して漁獲サイズや漁獲時期等の規則順守を働きかけることで資源

管理を推進します。 

○ 貝毒発生時には、県と連携して速やかに対応し安全・安心の確保に努めます。 

資源管理型漁業の推進 課題 1 

【取組】 

○ 市場価値や地域性の高いクルマエビやヒラメ等、漁業者の求める魚種種苗やア

サリ・ハマグリ母貝の放流等により資源の増殖を推進します。 

○ 漁業者等が実施する保護区の設置や種苗放流等の資源増殖の取組を支援し

ます。 

○ より効果的な資源増殖・維持につながる手法について、県と連携しながら情報

収集に努めます。 

資源増殖の推進 課題 2 

【取組】 

○ 内水面漁業において、漁業者等が実施する種苗放流等の資源増殖の取組を支

援します。 

○ 錦鯉品評会等の生産技術向上と生産者交流に資する取組を推進します。 

○ コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、県や関係機関等と連携して

発生防止を推進します。 

内水面漁業・養殖業の振興 課題 3 



【施策の目標】２ しなやかで強い経営基盤の確立 

【基本方針】  2-1 安心して続けられる経営の確立 
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  熊本市の農業経営体数は全国上位であり、認定農業者数についても県下一を誇っ

ていますが、農漁業従事者の高齢化が進行し、農漁業従事者数は減少し続けています。 

農漁業者数の減少は、生産の減少はもとより、集落機能をぜい弱化させ、地域の活

動や土地改良施設等の保全管理等にも支障を及ぼします。 

今後とも、地域の生産活動を継続させていくためには、地域コミュニティを維持しつ

つ、地域農業の担い手の減少を抑え、新規就農者や新規漁業就業者、小規模農家を

含めた多様な担い手を確保していく必要があります。さらには、認定農業者等の意欲

のある農業者への継続的な支援や、女性の経営参画を進め、経営体の経営改善・安

定化につなげていくことが重要です。 

このような中、地域や関係機関と連携しながら、新規就農者や新規漁業就業者、後

継者の育成・確保、認定農業者の経営力向上等に取り組むとともに、地域の生産活動

を支える多様な担い手の確保を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と施策の方向性 
 

担い手の育成・確保に向けて、経営体の経営改善や安定化、新規就農者の

確保、後継者育成、経営継承などにつながる各種支援に取り組みます。 

2-1-1 担い手の育成・確保の推進 



【施策の目標】２ しなやかで強い経営基盤の確立 

【基本方針】  2-1 安心して続けられる経営の確立 
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検証指標 
現状値 

（R５年度） 

検証値 

R９年度 R１３年度 

認定新規就農者数（累計） 194経営体 250経営体 306経営体 

認定農業者数 1,460経営体 1,395経営体以上 1,330経営体以上 

【取組】 

○ 幅広い農業者の営農継続とともに、集落営農組織の設立や法人化、集落営農

の活性化に向けた取組を推進します。 

○ 家族経営協定の締結を進め女性が働きやすい環境づくりを推進するとともに、

女性農業者グループの活動支援や研修会を通じて、女性の経営参画や活躍を

支援します。 

○ 農業と異業種との交流や連携活動などを通じて、地域農業への多様な人材の

参画を推進し、地域コミュニティの維持・活性化にもつなげていきます。 

【取組】 

○ 県、JA、金融機関等と連携して、就農・営農相談や巡回指導等を実施し、就農営

農定着を推進します。 

○ 新規就農者の早期の経営確立のため機械・施設等の導入や資金の確保など

を、各種事業等により支援します。 

○ 新規就農者と認定農業者等との相互交流や後継者組織の活動を支援します。 

○ 新規漁業就業者の確保に向けて、関係機関と連携して支援体制の構築を図り

つつ、漁業後継者の育成のための研修会、後継者組織の活動を支援します。 

課題及び取組み  

新規就農者、新規漁業就業者、後継者の育成・確保 課題 1 

地域に根差した多様な担い手の確保と地域の活性化 課題 3 

【取組】 

○新たな認定農業者となる農業者や認定更新を目指す農業者に対して、経営改善

と安定化に向けた計画づくり等をサポートします。 

○ 経営改善に向けた取組等に対して、計画段階からサポートするとともに、「くまも

と農業経営相談所」の活用や各種補助事業により支援します。 

○ 認定農業者の組織活動を支援し、相互交流を促します。 

認定農業者の育成・確保 課題 2 

【取組】 

○ 農業経営の継承を経営体のみならず、産地の課題としてとらえ、地域や関係機

関と連携し、親子間継承や第三者継承等、個別の事情に応じた伴走型支援に取

り組みます。 

農業の経営継承 課題 4 

検証指標  



【施策の目標】２ しなやかで強い経営基盤の確立 

【基本方針】  2-1 安心して続けられる経営の確立 
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農水産業は、その性質上、気象災害による収量の低下、市況等による生産物価格の

変動など、様々な外的要因によって経営が左右されやすい産業です。また、収穫時等

の繁忙期における労働力不足や、農地の散在などによる生産効率の伸び悩みなど構

造的な問題も多数存在します。 

農漁業者の経営を安定させるためには、価格の下落等による収入減少に備えるとと

もに、労働力や資金等の確保を推進していくことが必要です。また、地域の農地が効率

的かつ持続的に利用されるよう、農地の利用の在り方を地域で話し合い将来を見据え

た計画を決定し、農地の集積・集約化を進めていくことが必要です。 

これらの課題に対応するため、各種共済制度や収入保険制度の加入を推進すると

ともに、各種取組による多様な労働力の確保や経営改善に向けた融資制度利用など

を推進します。さらには、集積・集約を含めた将来の農地利⽤の姿を明確化する「地域

計画」の作成を推進します。 

 

 

 

 

 

  

現状と施策の方向性 
 

 農地の集積・集約化や労働力の確保、経営上の様々なリスクに備える取組など

によって、経営体の体質強化を推進します。 

2-1-2 経営安定対策の推進 



【施策の目標】２ しなやかで強い経営基盤の確立 

【基本方針】  2-1 安心して続けられる経営の確立 
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検証指標 
現状値 

（R5年度） 

検証値 

R９年度 R１３年度 

地域計画の策定地区数（累計） 
0地区 

（R4） 
49地区 49地区 

【取組】 

○ 農業委員会や JA等の関係機関と連携しながら、地域農業の維持・保全に向け

た話合いを進め、地域農業の将来の在り方を示す「地域計画」の作成等を推進

します。 

○ 地域計画等を基に、農地中間管理事業等の積極的な活用を推進します。 

【取組】 

○ 農業者等が取り組む労働力確保に関する活動や研修等を支援します。 

○ 雇用確保につながる労働環境の改善に向けた施設等整備を支援します。 

○ 外国人や高齢者など多様な人材の活用を推進するとともに、農業分野における

障がい者の活躍を目指す農福連携にも取り組みます。 

【取組】 

○ 経営の多角化や生産性の向上などの経営改善に向けた支援のため、補助事業

の活用や制度資金等各種融資制度の利用を推進します。 

検証指標  

【取組】 

○ 農産物の価格下落に対応するため、野菜の価格安定対策や畜産の経営安定対

策等の制度への加入を推進します。 

○ 気象災害等に備える、農漁業の共済制度等への加入を推進します。 

○ 農漁業経営上の様々なリスクに対応するため、収入保険制度への加入を推進し

ます。 

○ 経営所得安定対策の活用を推進します。 

課題及び取組み  

経営上の様々なリスクへの対応 課題 1 

経営を支える労働力の確保 課題 2 

経営改善のための経営資金の確保 課題 3 

農地の集積・集約化 課題 4 



【施策の目標】２ しなやかで強い経営基盤の確立 

【基本方針】  2-2 災害や環境変化にも対応した生産基盤づくり 
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熊本市においては、農地、農道、用排水路などの農業生産基盤の整備が着実に進

んでいますが、未だ不十分な地域も少なくありません。 

また、農地の保全や利用に必要であるとともに、地域の減災・防災にも寄与している

土地改良施設には更新時期を迎えているものも多く、特に、湛水被害から農地等を守

る排水機場の老朽化が進行しています。 

農業用ため池は多量の水を貯留し、通常は洪水調整機能を果たす一方で、大規模

地震や異常豪雨等の自然災害発生時には決壊するリスクも有しています。 

さらに、農業者の減少・高齢化等による集落機能の低下や土地改良区の施設更新

体制・財政基盤の弱体化が進むことにより、農地や関連施設の適切な維持管理が困

難となれば、荒廃農地の急速な拡大や国土保全の基盤自体のぜい弱化につながる恐

れもあります。 

これらの状況や国土強靭化の視点を踏まえ、今後とも国等の制度を活用し、生産性

の向上のみならず、農地の集積・集約化にもつながる農業生産基盤の整備を進めつ

つ、農地や土地改良関連施設等の継続的な保全と長寿命化、土地改良区の運営基

盤や事業実施体制の強化を推進していくことが重要です。 

 

 

 

 

  

現状と施策の方向性 
 

 国土強靭化の視点も踏まえ、災害や環境変化に対応できる生産基盤づくりを

推進します。 

2-2-1 農地及び土地改良施設の整備・保全の推進 



【施策の目標】２ しなやかで強い経営基盤の確立 

【基本方針】  2-2 災害や環境変化にも対応した生産基盤づくり 
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検証指標 
現状値 

（R５年度） 

検証値 

R９年度 R１３年度 

ほ場（田）整備率 75.98％ 76.71％ ７６．９３％ 

【取組】 

○ 農業振興地域の整備に関する法律に規定される土地利用計画に基づき農用地

区域をはじめとする優良な農地を確保します。 

○ 地域の将来を見据えた農業と他産業との両立を目指す土地利用調整を行いま

す。 

【取組】 

○ 農地の利用状況調査等を行い、遊休農地等を把握するとともに、啓発の強化や

解消に向けた取組を推進します。 

○ 生産条件が不利な中山間地域等における農業生産活動や農業者をはじめとす

る地域住民などによる共同活動を通じた農地・農道・水路等の管理活動を継続

するため、直接支払交付金制度の取組みを推進します。 

検証指標  

【取組】 

○ 生産性向上や生産コスト削減に向けた、ほ場の整備を推進します。 

○ 農地の保全のため、急傾斜地域の農地の侵食・崩壊防止の取組を推進します。 

○ 農作業の効率化及び農作物等の輸送効率向上のための農道整備・保全を推

進します。 

○ かんがい排水機能の向上・確保のための用排水施設等の整備・保全を推進し

ます。 

○ 防災・減災の役割も担う排水機場やため池の整備・保全を推進します。 

○ 国の制度を活用した地域ぐるみの共同活動による農地・農道・水路等の管理活

動を推進します。 

課題及び取組み  

農地、土地改良施設等の整備・保全 課題 1 

荒廃農地の防止・解消 課題 2 

将来を見据えた優良農地の確保 課題 3 



【施策の目標】２ しなやかで強い経営基盤の確立 

【基本方針】  2-2 災害や環境変化にも対応した生産基盤づくり 
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本市は有明海に面しており、海岸線延長は約 22km、海域はその沖合約 10km に

及んでいます。有明海は閉鎖性の高い海域で環境負荷の影響を受けやすいことに加

え、昨今の豪雨等による土砂の流入等で漁場環境が悪化し、アサリ等貝類や魚類等

の漁獲量が減少するなど、漁場生産力の低下がみられます。そこで、生産力向上と安

定生産の実現に向けた漁場環境保全・改善を目的として、干潟漁場への覆砂や作澪、

削土等の漁場整備や保全事業の規模拡大が必要となっています。 

漁業の根拠地となる漁港については、漁業者の労働負荷軽減や、漁船の安全確保

等を図るため、防波堤や物揚場等の施設整備が必要です。また、既設の漁港施設（泊

地等を含む）については、沈下や老朽化に加え、泊地等の土砂堆積による漁業活動へ

の支障が生じています。そのため、計画的な機能保全や浚渫等の工事によって中長期

的な視点から戦略的な維持管理・更新に取り組み、ライフサイクルコストの縮減及び財

政負担の平準化を実現し、インフラの長寿命化を着実に推進します。 

 

 

 

  

 

  

現状と施策の方向性 
 

土砂堆積等により漁業活動に支障が生じないよう、漁場と漁港施設の整備・

保全を推進します。 

2-2-2 漁場及び漁港施設の整備・保全の推進 



【施策の目標】２ しなやかで強い経営基盤の確立 

【基本方針】  2-2 災害や環境変化にも対応した生産基盤づくり 
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検証指標 
現状値 

（R5年度） 

検証値 

R９年度 R１３年度 

漁場整備面積（累計面積） 464 ha 504 ha 544 ha 

検証指標  

課題及び取組み  

【取組】 

○ 豪雨等に伴い、漁場に流出・堆積した土砂を適正にコントロールするため、底質

の状況調査を実施するとともに、国や県の補助事業等を活用した作澪、削土及

び覆砂等を実施し、漁場生産力の向上と安定生産の実現に繋げます。 

○ 漁業者等による漁場環境改善の取組や多面的機能を発揮させるための干潟

等の維持・保全の活動を支援します。（再掲） 

○ 漁具の適切な撤去・処分等の啓発を行うとともに、漁業者等による海岸や漁港

等の清掃活動を支援します。 

 

漁場の整備・保全 課題 1  

【取組】 

○ 施設の長寿命化とライフサイクルコストの縮減を図り、将来にわたり必要な施設

機能の確保と持続可能な維持管理体制の構築を図るため、機能保全計画を策

定します。 

○ 防災・減災の視点を踏まえつつ、漁港施設の沈下や老朽化に対応するため、国

や県の補助事業等を活用した計画的な漁港施設の整備や、機能保全計画に基

づく維持管理・補修・更新による施設の機能保全、長寿命化を推進します。 

○ 漁港内の泊地、航路に堆積している土砂を計画的に浚渫することにより、使いや

すい漁港の整備・維持管理を推進します。 

○ 計画的な浚渫が継続して実施できるよう、県や近隣市町と連携して新たな浚渫

土砂処分場を整備します。 

漁港施設の整備・保全 課題 2 



【施策の目標】3 農と食の魅力創造 

【基本方針】  3-1 くまもとの魅力あふれる農水産物のブランド化 
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国内外における新たな販路の開拓・拡大を推進し、適正な価格形成につなげていく

ことは、農水産業の維持、ひいては食料安全保障の確保にもつながる重要な課題です

が、昨今の世界情勢等により生産資材価格が高止まりする中、コスト上昇分を農水産

物の販売価格に十分に転嫁できていない状況です。 

一方で、コロナ禍を契機とした通信販売（ＥＣ）の拡大や、これまでにないオールジャ

パンでの輸出気運の高まりなどは、持続的な生産の確保につながる合理的な販売価

格の形成に寄与するものです。 

このような状況を踏まえ、連携中枢都市圏の枠組みも活用しながら、くまもとの農水

産物の魅力を一層高めつつ、農漁業者の収益の増加を目指すため、首都圏等の大消

費地での効果的なプロモーション活動等を展開するとともに、通信販売等の多様な販

売形態の定着や新たに輸出に取り組む農漁業者等へのサポート体制の強化、マーケ

ットインの手法による輸出拡大等を推進します。 

 

 

 

  

現状と施策の方向性 
 

連携中枢都市圏の枠組みも活用しながら、効果的な PR と流通拡大を推進

するとともに、輸出の機会創出と拡大を推進することで農水産物の価値を高め、

農漁業者の収益増加を目指します。 

3-1-1 国内外における販路の開拓・拡大 



【施策の目標】3 農と食の魅力創造 

【基本方針】  3-1 くまもとの魅力あふれる農水産物のブランド化 
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検証指標 
現状値 

（R5年度） 

検証値 

R９年度 R１３年度 

熊本の農水産業・農水産物を積極的に

応援する飲食店等の数 
41件 60件 80件 

フードビジネスの海外販路開拓に係る

商談会やセミナー等に参加した企業数

（延べ） 

159社 168社 180社 

検証指標  

【取組】 

○ 首都圏などの大消費地での販売促進イベントの開催やアンテナショップ設置な

どを通したプロモーションを展開し、熊本産品の流通拡大を推進します。 

○ 継続取引に繋がるバイヤー等を開拓するとともに、農漁業者や食品関連事業者

等とのマッチング機会を提供し、農水産物の販路拡大を推進します。 

○ 熊本の農水産物等の PR と販売促進を図るため、食を通した効果的な魅力発

信を行います。 

○ EC等の多様な販売形態を推進するため、様々なテーマ（商品開発やブランド

化、販路拡大、通販支援等）のセミナーを開催します。 

○ 国、県と連携して安全・安心な農水産物の流通確保に取り組みます。 

課題及び取組み  

国内における効果的な PR と流通拡大の推進 課題 1 

【取組】 

○ 輸出拡大に向けた人材育成や各種支援等を実施するため「くまもと輸出促進ネ

ットワーク」の機能強化や、セミナー開催など、農漁業者や食品関連事業者の輸

出の開始・拡大に必要な体制づくりや販路開拓をサポートします。 

○ 効果的な海外展開を進めるために、台湾や米国など輸出ターゲット国を絞り、

相手国のニーズを的確にとらえたマーケットインの手法による輸出拡大を推進し

ます。 

○ 商談会や海外における熊本フェア等の展示即売会の開催などのプロモーション

や農水産物の輸出拡大につながる取組を推進します。 

輸出の機会創出と拡大推進 課題 2 



【施策の目標】3 農と食の魅力創造 

【基本方針】  ３－２ 農水産業への理解の醸成 
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本市の農水産物が消費者や食品関連事業者に積極的に選択され、生産経費が適

正に価格に転嫁されるためには、消費者と農漁業者・食品関連事業者との交流を進

め、消費者が農水産業を知り、触れる機会を拡大することで、本市農水産業を理解し

てもらうことが重要です。 

また、本市の農水産業には、全国屈指の園芸産地であることや、良質かつ多品目の

農水産物が生産されている一大農業都市であることなど多くの魅力があることについ

ても、市民への周知の余地があります。 

本市の農水産業・農水産物の魅力と価値をより広く伝えるためには、農水産業の産

業的な側面のみならず、環境、食、観光、食育などの様々な視点を生かした取組を進め

ることが重要です。そのことを踏まえながら、マスメディア等はもとより若い世代を含め

多くの人が利用している Facebook や Instagram など、各種 SNS をはじめとする

多様な媒体等を活用し、効果的に情報発信します。加えて、消費者の農水産業への理

解が深まるよう、消費者が農水産業とふれあう機会を設けるとともに、販売会等のイベ

ントにより農漁業者との交流を推進します。 

 

 

 

 

  

現状と施策の方向性 
 

 農水産業・農水産物の魅力と価値をより広く伝えるため、様々な視点を持ちな

がら、多様な媒体を活用した効果的な情報発信とともに生産者と消費者の交流

を促進します。 

3-2-1 多様な媒体を活用した情報発信と交流促進 



【施策の目標】3 農と食の魅力創造 

【基本方針】  ３－２ 農水産業への理解の醸成 
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検証指標 
現状値 

（R5年度） 

検証値 

R９年度 R１３年度 

農水産業及び農水産物に情報（新規

活用する SNS等）の投稿件数 

0件 

（R4） 
40件 60件 

【取組】 

○ 市民が農業とふれあい、理解を深める場となる熊本市ファミリー農園の利用を

推進します。 

○ 観光農園の利用や農業体験、干潟体験などを推進します。 

○ 農水産業についての理解を深めてもらうため、出前講座などを実施します。 

○ 連携中枢都市圏の自治体と連携した都市農村交流を推進します。 

【取組】 

○ 農漁業者等による販売促進イベントの開催を支援します。 

○ 農水産物の贈呈式等、農漁業者の活動や想いを伝える場を設けます。 

検証指標  

【取組】 

○ Facebook等の各種 SNSを利用して、旬の農水産物や直売所などの幅広い

情報について、動画等も用いて発信します。 

○ 活用する SNSの数を増やすなど多様なメディアや手法を活用し、幅広い年齢

層に伝わる情報発信を推進します。 

○ 県や連携中枢都市圏の自治体、食品関連事業者等と連携し、食の魅力などを

伝える情報発信を推進します。 

○ 熊本市の農水産業・農水産物について紹介するパンフレット等を作成し、本市

の農水産業に関する理解の醸成を推進します。 

課題及び取組み  

農水産業・農水産物についての効果的な情報発信 課題 1 

農水産業のふれあいの創出 課題 2 

農漁業者と消費者等との交流 課題 3 



【施策の目標】3 農と食の魅力創造 

【基本方針】  ３－２ 農水産業への理解の醸成 
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挿絵 挿絵 

 

 

 

 

 

 

 

  

近年、地域の活性化や雇用等を含む、人、社会、地域、環境に配慮した消費行動で

あるエシカル消費等への関心が高まっており、その主な取組の一つに、地産地消の実

践が挙げられます。地産地消は、生産者と消費者の相互理解を深めるとともに、生産

地と消費地との距離が縮減されることで、その輸送に係る二酸化炭素の排出量を抑

制し、流通に要するエネルギーや経費の節減等にも寄与するものです。 

本市の農水産物を使ったメニューや加工食品の販売は、本市に訪れたインバウンド

を含む観光客や、他都市の消費者にも本市の農水産物を知ってもらう貴重な機会とな

ることから、積極的に推進する必要があります。 

また、熊本の農水産物を活用した学校給食メニューの提供等による食育を通して、

こどもの頃の早い段階から食や食文化等について理解を深めるとともに、熊本の農水

産業・農水産物についての幅広い理解を深めてもらうことも重要です。 

 

 

 

 

  

現状と施策の方向性 
 

直売所等を通じた農水産物の地産地消を推進するとともに、理解促進と購入

機会の拡大を推進します。 

3-2-2 地産地消の推進 



【施策の目標】3 農と食の魅力創造 

【基本方針】  ３－２ 農水産業への理解の醸成 
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検証指標 
現状値 

（R5年度） 

検証値 

R９年度 R１３年度 

道の駅「すいかの里植木」及び「火の君

マルシェ」における農産物の販売額 

727百万円 

（R4） 
910百万円 1,093百万円 

検証指標  

【取組】 

○ 農漁業者等が自ら農水産物等を販売、PRできる機会として、様々なイベント等

への参加を促すとともに、地産地消フェアや水産物フェア等を継続的に開催しま

す。 

○ 民間ノウハウの活用による道の駅「すいかの里 植木」、「火の君マルシェ」の品

揃えを充実するとともに、販売力の強化を推進します。 

○ 農産物直売所などを拠点とした交流イベント等の開催や、産地についての情報

発信の充実等、地域活性化につながる取組を推進します。 

○ 直売所間での連携を強化し、直売所の魅力向上につながるイベントの出展案

内やセミナー等の情報提供に取り組みます。 

課題及び取組み  

農漁業者による販売会や直売所の活性化 課題 1 

【取組】 

○ 地域の農水産物の活用を希望する飲食店等と連携し、食を通した熊本の魅力

発信を行うとともに、地域内流通の拡大を推進します。 

〇 食品関連事業者等における熊本産農水産物の活用を推進します。 

 

農水産物の地域内流通拡大 課題 2 

【取組】 

○ 学校給食等において熊本産農水産物の活用を推進します。 

〇 食や食文化等とともに、熊本の農水産業・農水産物について理解を深める食育

活動を推進します。 

食育の推進 課題 3 



 

40 

 

Ⅵ 計画の推進体制 

 

農水産業を取り巻く社会情勢や関係者からの意見等を踏まえながら、各主体が連

携して「豊かな自然環境をいかした農水産業の振興」に取り組むこととし、ＰＤＣＡサイ

クルによる効率的・効果的な進行管理を行います。 

 

【各主体に期待される基本的役割】 

 

 

主体 具体的な取組例 

農漁業者 

○ 生産や販売等に関する情報の収集と有効な技術等の積極的な導入 

○ 農地の適切な営農管理、農道や水路の管理 

○ 環境負荷等の低減に向けた取組の実施 

○ 各種調査や行政支援の評価等への協力 

○ 消費者への生産現場の情報発信 

農水産業 

関係団体 

○ 生産現場の情報収集、病害虫や気象についての迅速な情報提供 

○ 生産技術等の指導、各種資材の販売 

○ 市場ニーズ等の把握、農水産物等の集出荷・販売 

○ 農漁業者への支援等の円滑な実施に向けた協力 

市民 

（消費者） 

○ 農産物直売所の利用や地域の農水産物の積極的な選択・消費 

○ 農水産業の理解を深める学習、農漁業体験活動等への参加 

○ SNSツール等を活用した市民や消費者目線での情報発信 

事業者 

○ 地域の農水産物を活用した新商品の開発 

○ 官民協働や農漁業者との連携事業の実施 

○ 企業活動を通じた地域の農水産物等の流通促進 

行政 

〔国・県〕 

○ 農漁業者等に対する支援制度の創設や補助事業の実施 

○ 新たな技術や品種等の開発・評価・普及 
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○ 専門性の高い内容の情報収集や調査研究、情報発信 

○ 広域事業の実施や関係団体間の情報共有等の支援 

〔市〕 

○ 現場の状況を踏まえた農漁業者へのきめ細かな支援の実施 

○ 各種情報の発信や制度の周知 

○ 農水産業に関する各種情報の収集 

〔連携中枢都市圏関係市町村〕 

○ 市と連携した各種情報の発信 

○ 市と連携した農水産物の販路拡大に向けた支援 

 

【推進体制】 

 



（参考資料）　１　用語解説集

あ行 ヨミ 意味

ICT アイシーティー

Information and Communication Technologyの略称。
情報通信技術のことで、本市の農業分野では、綿密な栽培
管理への利用等、集約性の高い施設園芸への導入が期待
される。

イノベーション イノベーション
技術の革新にとどまらず、これまでとは全く違った新たな考え
方、仕組みを取り入れて、新たな価値を生み出し、社会的に
大きな変化を起こすこと。

インバウンド インバウンド
inbound。一般的に訪日外国人旅行、訪日外国人旅行者を
指す。

エシカル消費 エシカルショウヒ
地域の活性化や雇用等も含む、人や社会、地域、環境に配
慮した消費行動。倫理的消費。

SDGｓ
（持続可能な開発目
標）

エスディージーズ

Sustainable Development Goalsの略称。平成27
（2015）年９月の国連サミットにおいて全会一致で採択さ
れた、令和 12（2030）年を期限とする国際社会全体の開
発目標。飢餓や貧困の撲滅、経済成長と雇用、気候変動対
策等包括的な17の目標を設定している。

か行 ヨミ 意味

海況監視システム
カイキョウカンシシス
テム

海上の浮体（ブイ）に観測機器を搭載し、海面下50cmにお
ける水温、塩分、溶存酸素、クロロフィル＊を24時間連続
（20分間隔）で観測する機器。（クロロフィルは河内沖のみ）
観測データは、漁業関係者等にリアルタイムで提供されてい
る。
＊海水中の葉緑素（クロロフィル）の現存量の指標で、植物
ブランクトンの発生状況（増殖）を捉えることができる。

家族経営協定
カゾクケイエイキョウ
テイ

家族単位で農業を営む家族経営において、家族間の話し合
いを基に経営計画、各世帯員の役割、就業条件等を文書に
して取り決めたもの。

カバークロップ カバークロップ

土壌浸食を防ぎ土壌中に有機物を加えて土壌改良に役立
つ作物を総称して「カバークロップ（被覆作物）」と呼ぶ。カ
バークロップには、土壌の物理性改善、センチュウの防除、天
敵の保持・増殖など多くの機能があることが知られている。

かんがい排水 カンガイハイスイ

「かんがい」は農業を行うために農地に水を引き、土地を潤
すことを言い、「排水」は農業生産に必要のない余分な水を
農地の外に排除することを言う。夏場の干ばつ被害軽減や、
必要な時期に必要な量の水を利用できることから、様々な農
作物を生産できるようになる。また、農地を水害から守るとと
もに、水田であっては水はけが良くなり、畑作物が作れるよう
になる。

環境保全型農業
カンキョウホゼンガタ
ノウギョウ

農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに
留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等に
よる環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業のこと。

（参考資料）1



環境保全型農業直
接支払交付金

カンキョウホゼンガタ
ノウギョウチョクセツ
シハライコウフキン

農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発
揮を図るために、環境保全に効果の高い営農活動（健全な
土づくり、化学肥料や化学合成農薬の使用低減）に対して
支援する国交付金事業のこと。

基幹的農業従事者
キカンテキノウギョウ
ジュウジシャ

農業に主として従事した世帯員（農業就業人口）のうち、ふ
だんの主な状態が「仕事（農業）に従事していた者」のこと。

機能保全計画 キノウホゼンケイカク
管理者等の統一的な管理方針に沿って性能指標や健全度
指標について管理水準を定め、それを維持するための中長
期的な手法をとりまとめた計画。

共同乾燥施設
キョウドウカンソウシ
セツ

通常、ノリ養殖漁業者は、海上での養殖作業（ノリの育成～
摘取り）と陸上での加工作業（乾のり製造）までを一貫して
行うが、この内の陸上での加工作業を複数の漁業者が共同
で行うための施設のこと。施設整備の負担軽減や経費節
減、漁業者の労働時間軽減等の効果が見込まれる。

経営耕地面積
ケイエイコウチメンセ
キ

農業経営体が経営している耕地（けい畔を含む田、樹園地
及び畑）をいい、自ら所有し耕作している耕地（自作地）と、
他から借りて耕作している耕地（借入耕地）の合計の面積の
こと。

コイヘルペスウイル
ス病

コイヘルペスウイル
スビョウ

マゴイとニシキゴイに発生する病気で、幼魚から成魚までに
発生し、死亡率が高い病気。養殖や野生のコイに大きな影響
を与えかねないとして、河川や湖沼等で採捕したコイの他の
河川や湖沼への放流が禁止されている。現在、コイヘルペス
ウイルス病に対する有効な治療法はない。

荒廃農地 コウハイノウチ
耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が
客観的に不可能となっている農地のこと。

高病原性鳥インフル
エンザ

コウビョウゲンセイト
リインフルエンザ

鳥インフルエンザの一種であり、鳥類がこのウイルスに感染
すると、神経症状、呼吸器症状、消化器症状等全身症状をお
こ し、高い確率で致死させる。

航路 コウロ
漁船を安全に入出港又は港内のある地区から他の地区へ
移動させるための、港外及び港内の水域のこと。

国土強靭化 コクドキョウジンカ

大規模自然災害等に備えるため、事前防災・減災と迅速な
復旧復興に資する施策を、まちづくり政策や産業政策も含め
た総合的な取組として計画 的に実施し、強靱な国づくり・地
域づくりを推進すること。

さ行 ヨミ 意味

作澪 サクレイ
干潟、入り江などの流れをよくするために水路を掘ること。ノ
リや貝などの養殖のために行う。

資源管理型漁業
シゲンカンリガタギョ
ギョウ

魚類や貝類などの水産資源を獲りすぎないよう、資源を適正
に管理しながら行う漁業のこと。具体的な管理の手法とし
て、漁具や漁法、漁獲サイズの制限、漁獲禁止期間の設定等
がある。
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資源増殖 シゲンゾウショク
減少している魚類や貝類などの水産資源を回復させ、持続
的に利用できる状態にすること。具体的な手法として、種苗
放流や生育環境の保護等がある。

収入保険制度
シュウニュウホケンセ
イド

自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含め
た収入減少を品目の枠にとらわれずに補てんする仕組み。

集落営農組織
シュウラクエイノウソ
シキ

集落等地縁的にまとまりのある一定の地域内の農家が共同
で農業生産を行うための営農活動組織のこと。

浚渫 シュンセツ

水底の土砂をさらう作業をいい、漁場関係では、増殖・養殖
対象生物の適正水深を維持するため、または新たに造成す
る目的で行われる。港湾や漁港水域では、主として航路・泊
地などに必要な水深の維持、保全を目的として実施されて
いる。

スマート水産業
スマートスイサンギョ
ウ

ICT、IoT 等の先端技術の活用により、水産資源の持続的
利用と水産業の産業としての持続的成長の両立を実現する
次世代の水産業。

スマート農業 スマートノウギョウ
ロボット技術やICTを活用して、省力化・精密化や高品質生
産の実現等を推進している新たな農業。

生物多様性 セイブツタヨウセイ

様々な生態系が存在すること並びに生物の種間及び種内に
様々な差異が存在すること。生物の多様性に関する条約で
は、種内の多様性、種間の多様性及び生態系の多様性を含
むとされている。

た行 ヨミ 意味

タバココナジラミ タバココナジラミ
ダイズ、ナス、キク、サツマイモ等の葉裏に寄生し、多数発生し
た場合、生育を悪化させる。また、トマトの黄化萎縮病の原因
となるウイルスを媒介することから、大きな問題となっている。

湛水被害 タンスイヒガイ
排水能力の不足により農地などに不要な水が溜まってしまう
ことを「湛水」といい、それによって農作物などが被害を受け
ることを言う。

地域計画 チイキケイカク

農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が、農業者等の
協議の結果を踏まえ、農業の将来の在り方や農用地の効率
的かつ総合的な利用に関する目標として農業を担う者ごと
に利用する農用地等を表示した地図(目標地図)などを明確
化し、公表したもの。

地産地消 チサンチショウ

国内の地域で生産された農林水産物(食用に供されるもの
に限る。)を、その生産された地域内において消費する取組。
食料自給率の向上に加え、直売所や加工の取組等を通じ
て、6次産業化にもつながるもの。
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中枢連携都市圏
チュウスウレンケイト
シケン

人口減少・少子高齢社会にあっても、地域を活性化し経済を
持続可能なものとし、住民が安心して快適な暮らしを営んで
いけるようにするためには、地域において、相当の規模と中核
性を備える圏域の中心都市が近隣の市町村と連携し、一定
の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠点
を形成するもの。
熊本連携中枢都市圏の構成市町村は、熊本市、玉名市、山
鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉
東町、大津町、菊陽町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、
嘉島町、益城町、甲佐町、山都町（令和5年10月24日時
点）

長寿命化 チョウジュミョウカ
施設の機能診断に基づく機能保全対策により供用年数を延
伸する行為。

低コスト耐候性ハウ
ス

テイコストタイコウセ
イハウス

一般的に普及している鉄骨補強パイプハウス等の基礎部分
や接合部分を、強風や積雪に耐えられるように補強・改良す
ることで十分な強度を確保したハウスのうち、設置コストが
同規模・同強度の鉄骨ハウスの７割以下のものをいう。

統合環境制御装置
トウゴウカンキョウセ
イギョソウチ

気象状況に対応してハウス内を栽培する作物に適した環境
（温度、湿度、炭酸ガス濃度等）に維持するために、天窓、か
ん水装置、循環扇等の機器を統合的に制御する装置。

土地改良施設 トチカイリョウシセツ 農道・農業用用排水路、農業用ため池、堰、排水機場など。

土地改良区 トチカイリョウク
土地改良法の規定に基づき設立される公法人であり、土地
改良事業による農業利水施設や農地の整備、整備された施
設の維持管理を担っている。

土地利用計画 トチリヨウケイカク
土地を有効に利用できるよう、目的や用途に応じてあらかじ
め土地を区分けすること。

な行 ヨミ 意味

認定農業者
ニンテイノウギョウ
シャ

農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目
標に向け、経営の改善を進めようとする計画を市町村に提出
し、認定を受けた農業者のこと。

認定新規就農者
ニンテイシンキシュウ
ノウシャ

新たに農業経営を営もうとする青年等であって、就農予定地
の市町村から、農業経営の目標等を記載した青年等就農計
画の認定を受けた農業者のこと。

農業生産工程管理
（GAP）

ノウギョウセイサンコ
ウテイカンリ

Good Agricultural Practiceの略称。農業生産活動を行
う上で必要な関連法令等の内容に則して定められる点検項
目に沿って、農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点
検及び評価を行うことによる持続的な改善活動のこと。

農業経営体
ノウギョウケイエイタ
イ

一定の規模以上で農産物の生産を行うか又は委託を受け
て農業作業を行う者をいう。なお、2000年世界農林業セン
サスでは、販売農家、農家以外の農業事業体及び農業サー
ビス事業体を合わせた者となる。

（参考資料）4



農地集積 ノウチシュウセキ

担い手等に農地の利用を集めること。経営規模を拡大し、生
産コストを下げるうえで重要。国は令和５年度（2023年度）
までに担い手の農地利用が全農地の８割を占める農業構造
の実現を目指している。

農地集約化 ノウチシュウヤクカ
農地の利用権を交換すること等により、農地の分散を解消
し、農作業を連続的に⽀障なく行えるようにすること。

農地中間管理事業
ノウチチュウカンカン
リジギョウ

農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、農業振
興地域の区域内において農地中間管理機構が行う事業の
こと。農用地等の農地中間管理権の取得、農地中間管理権
を有する農用地等の貸付けや改良・造成等がある。

農福連携 ノウフクレンケイ
農業と福祉が連携し、障がい者の農業分野での活躍を通じ
て、農業経営の発展とともに、障がい者の自信や生きがいを
創出し、社会参画を実現する取組のこと。

農用地区域 ノウヨウチクイキ
農業振興地域整備計画に基づき、市町村がおおむね10年
以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として設定し
た区域のこと。

農林水産業のCO2
ゼロエミッション化

ノウリンスイサンギョ
ウノシーオーツーゼ
ロエミッションカ

農林水産業における化石燃料起源のCO2排出をゼロとする
こと。

は行 よみ 意味

泊地 ハクチ
漁港や港湾内で、船舶が比較的安全に停泊することのでき
る水面をいい、一般に防波堤、護岸等の外郭施設や岸壁な
どの係留施設によって囲まれている。

PDCAサイクル
ピーディーシーエー
サイクル

 PLAN（計画）、DO（実施）、CHECK（評価）、ACTION
（改善）の４つの視点をプロセスの中に取り込むことで、プロ
セスを不断のサイクルとし、継続的な改善を推進するマネジ
メント手法のこと。

ヒートポンプ ヒートポンプ

電気等のエネルギーで圧縮機を動かし、外気等の低温熱エ
ネルギーを高温熱エネルギーに変換させることで加温するも
の。燃油暖房機と比較して高価であるものの、少ない投入エ
ネルギーで効率的に熱エネルギーを利用することができ、省
エネ機器として注目されている。

病害虫・病虫害
ビョウガイチュウ・
ビョウチュウガイ

農作物等を害する菌やウイルス、昆虫などのことを「病害虫」
といい、病害虫による農作物等への被害のことを「病虫害」
という。

飛来性害虫 ヒライセイガイチュウ
中国大陸・フィリピンなどの海外から飛来し、日本国内の作
物に被害をもたらす害虫のこと。トビイロウンカ、セジロウンカ
やコブノメイガなどがある。

ファミリー農園 ファミリーノウエン
野菜や花などの栽培を通じて、土に親しみ、収穫の喜びを感
じるなど、食の大切さや農業への理解を深めてもらう場とし
て、一定の条件を満たす市民農園を市が指定したもの。
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覆砂 フクサ
海砂の流出やヘドロなどの堆積により効用の低下した漁場
に対して、別の場所などから海砂を移送散布することにより、
漁場の保全を図ること。

豚熱 ブタネツ

豚熱ウイルスにより起こる豚、いのししの熱性伝染病で、強い
伝染力と高い致死率が特徴。治療法は無く、発生した場合
の家畜業界への影響が甚大であることから、家畜伝染病予
防法の中で家畜伝染病に指定されている。

防風ネット ボウフウネット
風による作物の倒伏害、 摩擦による枝条や葉の損傷、果実
の落下又は風食による飛砂を防止するために設置するネッ
ト。

ま行 ヨミ 意味

マーケットイン マーケットイン
農林水産物・食品の輸出において、輸出先国・地域のニーズ
や規制に対応した産品を、求められるスペック（量・価格・品
質・規格）で専門的・継続的に生産・輸出すること。

みどり認定（環境負
荷低減事業活動実
施計画）

ミドリニンテイ（カン
キョウフカテイゲンジ
ギョウカツドウジッシ
ケイカク）

みどりの食料システム法に基づき、環境負荷低減事業活動
を行おうとする農林水産業者が「環境負荷低減事業活動実
施計画」を作成し、県知事の認定を受けるもの。認定を受け
た実施計画に基づき導入する機械・施設等について、税制
面や融資面での支援措置を受けることがでる。

物揚場 モノアゲバ

漁船を横付け、縦付けにして、漁獲物の陸揚げ、漁具や資材
等の積み下ろし作業、船員の乗り降り、漁船の安全確保等を
行うために水際もしくは水域内に築造する施設のうち、干潮
時において3.0ｍ未満の水深を有するもの。

や行 ヨミ 意味

遊休農地 ユウキュウノウチ

1号遊休農地と2号遊休農地に区分され、1号遊休農地は1
年以上耕作されておらず、かつ、今後も耕作される見込みが
ない農地で、草刈りや抜根等の基盤整備により耕作が可能
と見込まれる農地のこと。2号遊休農地は利用の程度が周
辺の地域の農地に比べ著しく劣っている農地のこと。

有機農業 ユウキノウギョウ

化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに
遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産
に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の
方法を用いて行われる農業。

ら行 ヨミ 意味

ライフサイクルコスト ライフサイクルコスト
施設の企画設計段階、建設段階、管理運用段階（点検を含
む）及び廃棄処分段階における施設の供用期間に生じる総
費用。
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